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　黒川地区後継者対策推進協議会は富谷市及び黒川郡内町村、新みやぎ農業協同組合、くろかわ商工会
で構成する組織で、婚活イベント開催など結婚支援に関する事業を行っており、昨年度に引き続き、皆
さんのより身近な結婚に関する相談場所として「黒川地区結婚相談所」を開設し、結婚を希望する方や
そのご家族を対象に相談や情報提供を行います。
　結婚相談所に登録をされた方には、婚活イベントの情報提供やパートナーの紹介をします。
　相談は専門のアドバイザーが行い、予約制で利用は無料です。気軽にご利用ください。
◆開催日時　毎月第２日曜日とその翌日月曜日　午前９時～午後４時
◆対　象　者　黒川地区内（富谷市及び黒川郡内）に住所がある方や事業所等に勤務する方、又はその家族

～婚活を応援～「黒川地区結婚相談所」を開設します

◆申込・問い合わせ先
　黒川地区後継者対策推進協議会事務局　大郷町まちづくり政策課　☎３５９－５５３７

「村長への手紙」のお答え

　村内には現在５５１基の防犯灯が設置されており、令和２年２月末までにさらに２８基設置予定です。設
置箇所の選定は村の調査や行政区長を通じた住民の皆様からの要望を踏まえて計画的に行っております。
　防犯カメラの設置についても皆様からの要望を踏まえ、関係機関との調整を図りながら設置場所や監視方
法を検討してまいります。

　食料品を中心とした生活必需品を取り扱うスーパーマーケットの誘致は必要不可欠と考えておりますが、
新規出店については需要と供給のバランスや立地条件を考えると厳しい状況にあります。そのため、住宅団
地や公共施設の整備など一体的な土地利用を計画し、企業が進出しやすい環境整備を検討します。

　「あなたの声でまちづくり～村長への手紙～」でお寄せいただいた
皆さんのご意見やご提案の一部をご紹介します。
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　村では、事業資金として融資を受けようとする村内の中小企業者に対して、融資あっせんと利子補給等
の助成を行っています。
　また、経営改善に取り組む小規模事業者の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的に、日本政策金
融公庫が融資を行う小規模事業者経営改善資金（マル経資金）の融資を受けた村内の小規模事業者に対し
支払利息の一部助成を行っていますので、ぜひご利用ください。

　４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間「春の交通安全県民総ぐるみ運動」が県下一斉に展開
されます。
◆運動重点
　「子どもを始めとする歩行者の安全確保」
　「高齢者等の安全運転の励行」
　「自転車の安全利用の推進」
　「飲酒運転の根絶」
運動期間中は村内の主要交差点で街頭キャンペーンを予定しております。
運転者はもちろん一人ひとりが交通ルールと交通マナーを守り、交通事故を未然に防ぎましょう。

融 資 の 対 象
（従 業 員 数）

中小企業者
　小売業　　　　　　　５０人以下
　卸売・サービス業　１００人以下
　製造業その他業種　３００人以下

小規模事業者
　商業・サービス業　　５人以下
　宿泊・娯楽業　　　２０人以下
　製造業その他業種　２０人以下

融 資 の 条 件

資 金 の 使 途

　制 度 名　

①村税の滞納がないこと
②村内で事業を営んでいること
③法人：村内に本店、又は支店の登記
　個人：村に住民登録

①村税の滞納がないこと
②くろかわ商工会の経営指導（６カ月以上）
③くろかわ商工会からの推薦
④１年以上継続して村内に住所、又は
　事業所を有する小規模事業者
⑤法人：村内に本店、又は支店の登記
　個人：村に住民登録

中小企業振興資金

運転資金・設備資金 運転資金・設備資金

貸 付 限 度 額 １,０００万円 ２,０００万円

返 済 期 間 運転資金　７年以内（据置１年）
設備資金　７年以内（据置１年）

運転資金　　７年以内（据置１年）
設備資金　１０年以内（据置２年）

申 し 込 み 先 産業振興課 くろかわ商工会大衡事務所

利 子 補 給 金 貸付利率の１％以内 支払利息の２分の１以内（３年間）

連 帯 保 証 人 法人代表者以外は原則不要 不　　　要

そ の 他 信用保証料は村が全額補給 当初の借入から３年以内の
借り換えは除く

貸 付 利 率 短期（１年以内） 　１.８％
長期（１　年　超） 　２.２％

１.１１％
※金利は金融情勢により変動します。

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）

◆問い合わせ先　産業振興課　☎３４１－８５１４／くろかわ商工会大衡事務所　☎３４５－５１７３

融資制度のご案内融資制度のご案内融資制度のご案内融資制度のご案内融資制度のご案内

春の交通安全県民総ぐるみ運動

４月１０日（金）は
「交通事故死ゼロを目指す日」です。


